
 

 

 

 

 

 

 

令和８年度大阪市発達障がい児等特別支援教育相談事業委託

（概算契約）の市場性確認（参加意思確認）にかかる公示 
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公示の趣旨 

 本事業については、幼児期の子どもの特性を踏まえたうえで、発達障がい等が認められる子ど

も及び発達において気になる点がある子どもに対し適切な支援策を講じることにより、早期療

育及び子育て支援に努めることを目的として「大阪市発達障がい児等特別支援教育相談事業委

託（概算契約）」を民間事業者に外部委託し実施しています。 

 平成 29年度から令和４年度まで公募型プロポーザル方式により受注者を公募していましたが、

提案者が現法人以外なく、令和５年度からは、現法人と随意契約により契約し、以降、現法人が

誠実に履行しております。 

 そういったことから当該事業における市場性を確認すべく、ここに当該業務を受注する意思

確認を実施するものです。 

なお、本通知内で示す期限内に現法人以外に受注意思の申請があった場合は、市場性があるも

のとして総合評価落札方式による入札を実施したうえ、受注者を決定するものとし、期限内に受

注意思の申請の無かった場合、市場性がないものとして現法人と随意契約を実施する予定です。 

 

令和７年 10月 28日 

 

 

大阪市こども青少年局長 

  

本事業は、大阪市議会において令和８年度予算として措置された場合のみ事業化される。

予算の成立をみなければ、効力は発生しないものとする。 



１ 発注予定業務の内容 

（１）委託業務名称 

令和８年度大阪市発達障がい児等特別支援教育相談事業委託（概算契約） 

（２）発注機関 

   大阪市こども青少年局 

（３）業務場所 

   大阪市内 

（４）履行期間 

   令和８年４月１日～令和９年３月 31日 

（５）事業の目的と事業内容 

幼児期の子どもの特性を踏まえたうえで市内の私立幼稚園等の教職員からの相談に対し、

臨床心理士による発達障がい児等特別支援教育に関する適切な助言・指導を行うとともに、

在園児の保護者等からの相談を受け、子育てに関する負担感・不安感を解消するよう支援し

ていく目的として実施する。 

  なお、参考として令和８年度実施予定の事業の契約条項、仕様書を添付する。 

（６）令和７年度の契約金額（参考） 

   ￥14,173,000円（税込額） 

  

２ スケジュール 

（１） 公開日 

  令和７年 10月 28日 

（２） 参加意思申請書受付期間 

  令和７年 10月 28日～令和７年 11月 27日の午後５時 00分 

（３） 質問期限 

  令和７年 11月 17日 

（４） 質問に対する回答 

  令和７年 11月 21日 

（５） 審査結果通知日 

  令和７年 12月１日発送予定 

 

３ 手続きについて 

（１） 参加意思申請方法 

  ア 提出方法 

    下記電子メールアドレスにて受け付けます。 

fb0134@city.osaka.lg.jp 

mailto:fb0134@city.osaka.lg.jp


※件名は、「大阪市発達障がい児等特別支援教育相談事業委託（概算契約）における参

加意思確認申請書 」としてください。 

  イ 提出書類 

    参加意思確認申請書 

（２） 質問方法及び回答方法 

  ア 質問方法 

    質問書(様式自由)により、下記電子メールアドレスにて受け付けます。 

    fb0134@city.osaka.lg.jp 

    ※件名は、「大阪市発達障がい児等特別支援教育相談事業委託（概算契約）における市

場性確認公示にかかる質問」としてください。 

  イ 回答掲載場所 

大阪市ホームページ（https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000663960.html）

にて掲載します。 

（３） 審査結果通知方法 

郵送にて行う。 

 

４ 応募要件 

（１）参加資格要件 

次の各号に定める内容をすべて満たす社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、特定

民法法人である社団法人及び財団法人、特定非営利活動法人、学校法人、医療法人、更生保

護法人その他法人格を有する民間事業者であること。 

ア 平成 27 年 4 月 1 日からこの応募書類の提出の日までの間に、本事業に類する事業に

ついて誠実に履行を完了した実績を有すること。 

イ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令 16 号）第 167 条の 11 第 1 項において準用

する同令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。 

ウ 令和７・８・９年度本市入札参加有資格者名簿に業務委託種目「13 その他代行 

09 研修」で登録していること。 

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 2項に掲げる暴力団及びそ

れらの利益となる活動を行う者が構成員の中に存在する団体に該当していないこと。 

オ 企画提案時において、大阪市から入札参加停止等、参加保留等又は入札参加除

外等の措置期間でない者であり、かつ、当該措置要件に該当する行為を行ってい

ない者であること。 

カ 大阪市の区域内に事業所を有する者にあっては、市税に係る徴収金を完納して

いること。大阪府の区域内に事業所を有しない者にあっては、主たる事務所の都

道府県における最近 1 事業年度の都道府県税に係る徴収金を完納していること。 

キ 事業の主旨を十分に理解したうえで仕様書に基づき、信義に従い誠実に業務を

mailto:fb0134@city.osaka.lg.jp
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000583641.html


履行できるとともに、本事業の実施にあたり大阪市との打合せなどに適切に対応

できること。 

（２）欠格事項 

  次の各号のいずれかに該当する者は、欠格とする。 

ア 役員に次の項目に該当する者がいる法人等 

① 大阪市暴力団排除条例に規定する暴力団員等 

② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日か

ら２年を経過しない者 

③ 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

 イ 民事再生法、会社更生法の適用を申請した、又は申請されるおそれのある法人 

 ウ 宗教活動を目的とした法人等 

 エ 特定の公職者（候補者を含む）又は政党を推薦、支持、反対をすることを目的とした法

人等 

（３）失格事項 

次の各号のいずれかに該当した場合は、失格とする。 

ア 選定審査に関する不当な要求等を申し入れた場合 

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

ウ 提出期間内に提出書類等が提出されなかった場合 

  エ 本要項に違反又は著しく逸脱した場合 

  オ その他不正行為があった場合 

 

５ 担当部局 

  大阪市役所 こども青少年局 

大阪市保育・幼児教育センター 

  〒535-0031 大阪市旭区高殿６－14－６ 

  電話（06）6952-0173 

 

６ 交付書類一覧 

（１） 公示文（本公示文） 

（２） 参加意思確認申請書 

（３） 契約条項（令和８年度） 

（４） 仕様書（令和８年度） 

   


